
【参考 1】トップダウン型とボトムアップ型の比較 
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出典：21世紀政策研究所・澤昭裕研究主幹資料  
 
 
 
【参考 2】世界の温室効果ガス排出量シェアの長期的見通し 
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出典：(財)地球環境産業技術研究機構（RITE）説明資料（2011年7月21日）

※ 京都議定書
附属書Ⅰ国

＝削減義務を負う
先進国（米国は
2001年に離脱）

 



【参考 3】ベースライン CO2 排出量および世界半減のための地域別排出削減 
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出典：RITE推計（国際海運、国際航空は含めず）

米国、非附属書Ｉ国の排出
削減寄与度が極めて大きい。

出典：IEA ETP（国際エネルギー機関「エネルギー技術展望」）2010  
 
 
 
【参考 4】2020 年における限界削減費用別温室効果ガス排出削減ポテンシャル 
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まで全く変化しないと仮想的に想定した排出量）からの削減可能量

正味で負や安価な削減費用
機会は途上国を中心に多い。

出典：(財)地球環境産業技術研究機構（RITE）説明資料（2011年7月21日）  
 
 
 



【参考 5】京都議定書の下での先進国間の限界削減費用比較 
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 日本については、京都議定書目標達成計画の限界削減費用は$50/tCO2eq.程度、
さらに政府クレジットを利用しなかった場合には$80/tCO2eq.程度

 EU-27はほぼ$0/tCO2eq.で達成可能（旧東欧諸国の削減余地が大きいため）

EU: ▲8%

ノルウェー：＋1%
アイスランド：＋10%

日本：▲6%（目達計画値：
▲0.6%、政府ｸﾚｼﾞｯﾄ抜き：
▲2.2%）

オーストラリア：＋8%
ロシア：±0%

ウクライナ：±0%

日本のみが相当な削減
努力を行っている状況

出典：(財)地球環境産業技術研究機構（RITE）説明資料（2011年7月21日）  
 


